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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
液晶セルと、前記液晶セルの観察面側に設けられた第一の偏光素子とを備える液晶表示装
置であって、
前記液晶表示装置は、前記第一の偏光素子の観察面側に設けられた第二の偏光素子と、前
記第一の偏光素子及び前記第二の偏光素子の間に設けられた保護板と、前記第二の偏光素
子及び前記保護板の間に設けられた光学異方層とを更に備えることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項２】
前記光学異方層は、１／４波長板であることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
前記光学異方層の遅相軸と前記第二の偏光素子の吸収軸とのなす角は、４０～５０°であ
ることを特徴とする請求項１又は２記載の液晶表示装置。
【請求項４】
前記光学異方層の遅相軸と前記第一の偏光素子の吸収軸とは略平行に配置されることを特
徴とする請求項１～３のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項５】
前記液晶表示装置は、前記第二の偏光素子の観察面側に設けられた低反射処理層を更に備
えることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項６】
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前記低反射処理層は、モスアイ構造を有することを特徴とする請求項５記載の液晶表示装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、液晶表示装置に関する。より詳しくは、偏光サングラスを装着した状態で視認
される用途に好適な液晶表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、液晶表示装置は大画面化が進み、大型テレビなど様々な用途で用いられるようにな
ってきた。中でも、デジタルサイネージといった、外環境で用いられる表示装置としての
用途が特に注目されている。
【０００３】
このような、外環境で用いられる液晶表示装置は、視聴者が外光のまぶしさを解消するた
めに偏光サングラスを掛けた状態で視認される場合がある。液晶表示装置は、通常、表面
側に設けられた偏光素子を使用して表示を行っており、表面側の偏光素子を透過した光が
視聴者側に出射されることから、その出射光は直線偏光となる。そのため、偏光サングラ
スを掛けた状態で液晶表示装置を視認した場合、偏光サングラスの偏光軸（吸収軸）の方
向と、液晶表示装置の表面側の偏光素子の偏光軸（吸収軸）とのなす角によって、その視
認性が変化することがある。すなわち、両者のなす角が略平行である場合は、視認性に問
題は生じない。しかしながら、両者のなす角が略垂直である場合には、液晶表示装置から
出射された直線偏光が偏光サングラスによって吸収されるため、画面が暗くなり視認でき
ない。通常、大型の液晶表示装置の場合は、このような不具合が生じないように、表面側
の偏光素子の偏光軸（吸収軸）が画面の長辺方向になるように設定されている。
【０００４】
しかし、用途としてデジタルサイネージを考えた場合、液晶表示装置は、必ずしも表示画
面が横長となる向き（ランドスケープモードともいう）で設置されるとは限らず、設置者
が、表示画面が縦長（ポートレートモードともいう）で設置を考える場合もある。このと
き、表面側の偏光素子の偏光軸（吸収軸）が画面の長辺方向に設定された液晶表示装置を
そのままポートレートモードで設置してしまうと、上述のように画面が暗くなり視認でき
なくなってしまう。また、ランドスケープモード用の偏光板と、ポートレートモード用の
偏光板とを２種類用意し、それぞれの設置方法に合わせて貼り分けることも考えられるが
、この方法では高コストになってしまう。
【０００５】
これに対して、表面側の偏光素子の更に表面側に１／４波長板を設置して、出射光を円偏
光又は楕円偏光にする技術が開示されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００６】
また、表面側の偏光素子の更に表面側に機能層を設置して、出射光を円偏光又は楕円偏光
にする技術が開示されている（例えば、特許文献２参照。）。
【０００７】
更に、表面側の偏光素子の更に表面側に１／２波長板を設置する技術が開示されている（
例えば、特許文献３参照。）。
【０００８】
そして、液晶表示装置の表面側に高位相差値の光学部材層を配置する技術が開示されてい
る（例えば、特許文献４参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００９－１２２４５４号公報
【特許文献２】特開２００９－１２２４２３号公報
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【特許文献３】特開２００８－８３１１５号公報
【特許文献４】特開２００４－１７０８７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
しかしながら、特許文献１～３に記載の方法では、１／４波長板等の位相差板の波長分散
によって色付きが生じることがある。その解決のためには、波長が長くなるのに比例して
屈折率が大きくなる、いわゆる逆波長分散の位相差板を用いることが考えられる。しかし
ながら、理想的な逆波長分散を示す位相差板材料は未だ開発されておらず、着色を充分に
抑制することは困難である。
【００１１】
また、特許文献４に記載の方法においても、高位相差の光学部材層を液晶表示装置の偏光
素子と偏光サングラスの偏光素子との間に配置した場合、虹色のムラが発生することがあ
る。
【００１２】
本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、偏光サングラス等の偏光作用を持つ光
学部材を通して画面を視認した場合でも、画面の向きにかかわらず視認性の確保と色付き
の低減とが可能である液晶表示装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明者らは、偏光サングラス等の偏光作用を持つ光学部材を通して画面を視認した場合
でも、画面の向きにかかわらず視認性の確保と色付きの低減とが可能である液晶表示装置
について種々検討したところ、液晶表示装置から出射される偏光の向きに着目した。そし
て、液晶セルの観察面側に第一の偏光素子を設けるとともに、第一の偏光素子の観察面側
に更に第二の偏光素子を設けることにより、液晶表示装置から出射される偏光の向き（振
動方向）を画面の辺に対して斜め方向に変更することができるため、ランドスケープモー
ド及びポートレートモードのいずれの場合でもこの出射光の少なくとも一部を偏光サング
ラスを透過させることができ、また、偏光素子の波長分散は、通常、位相差板よりも小さ
いことから色付きの発生を抑制できることを見いだし、上記課題をみごとに解決すること
ができることに想到し、本発明に到達したものである。
【００１４】
すなわち、本発明は、液晶セルと、前記液晶セルの観察面側に設けられた第一の偏光素子
とを備える液晶表示装置であって、前記液晶表示装置は、前記第一の偏光素子の観察面側
に設けられた第二の偏光素子を更に備える液晶表示装置である。
【００１５】
本発明の液晶表示装置の構成としては、このような構成要素を必須として形成されるもの
である限り、その他の構成要素により特に限定されるものではない。
本発明の液晶表示装置における好ましい形態について以下に詳しく説明する。以下に示す
各種形態は、適宜組み合わされてもよい。
【００１６】
前記第一の偏光素子の吸収軸と、前記第二の偏光素子の吸収軸とのなす角は、２０～７０
°であることが好ましい。この範囲を外れると、ランドスケープモード又はポートレート
モードのいずれかの場合で、偏光サングラスを掛けた状態での視認性を充分に確保できな
いことがある。
【００１７】
前記液晶表示装置は、前記第一の偏光素子及び前記第二の偏光素子の間に設けられた保護
板を更に備えることが好ましい。本発明の液晶表示装置の好適な用途としては、デジタル
サイネージが挙げられるが、パネルがむき出しであると、この用途では家庭向け用途に比
べて破損してしまう可能性が高くなる。そこで、保護板を設けてパネルを保護することが
好ましい。また、保護板を液晶表示装置の最表面に設けると、保護板界面で反射が発生し
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、表示品位が低下してしまう。そこで、第一の偏光素子及び第二の偏光素子の間に保護板
を設ける。これにより、第二の偏光素子に適当な光学異方層を組み合わせることができ、
その結果、保護板界面での反射を防止することができる。
【００１８】
前記液晶表示装置は、前記第二の偏光素子及び前記保護板の間に設けられた光学異方層を
更に備えることが好ましい。これにより、上述のように保護板界面での反射を確実に防止
することができる。
【００１９】
前記光学異方層は、１／４波長板であることが好ましい。これにより、前記第一の偏光素
子及び前記光学異方層によって円偏光板を構成することができるので、保護板界面での反
射を効果的に抑制することができる。
【００２０】
前記光学異方層の遅相軸と前記第二の偏光素子の吸収軸とのなす角は、４０～５０°であ
ることが好ましく、前記１／４波長板の遅相軸と前記第二の偏光素子の吸収軸とのなす角
は、４０～５０°であることがより好ましい。これらにより、保護板界面での反射をより
効果的に抑制することができる。
【００２１】
前記光学異方層の遅相軸と前記第一の偏光素子の吸収軸とは略平行に配置されることが好
ましい。これにより、第一の偏光素子から出射された光（表示光）に対して光学異方層の
影響が不必要に及ばないようにすることができる。
【００２２】
なおここで、略平行とは、厳密に平行な配置関係から±５°以内であることが好ましく、
±１°以内であることがより好ましい。
【００２３】
前記液晶表示装置は、前記第二の偏光素子の観察面側に設けられた低反射処理層を更に備
えることが好ましい。これにより、第二の偏光素子の表面での反射を抑制することができ
る。したがって、外光が入射するような環境において使用されるデジタルサイネージに好
適な本発明の液晶表示装置にとって、この形態は好ましい。
【００２４】
前記低反射処理層は、モスアイ構造を有することが好ましい。これにより、第二の偏光素
子の表面での反射を顕著に抑制することができる。したがって、デジタルサイネージに好
適な本発明の液晶表示装置にとって、この形態は特に好ましい。
【００２５】
前記液晶表示装置は、前記液晶セルの背面側に設けられた第三の偏光素子を更に備えるこ
とが好ましい。これにより、透過型の液晶表示装置を実現することができる。本発明の液
晶表示装置は、反射型であってもよいが、この場合、光が第二の偏光素子を二度透過する
ことになるため画面が暗くなる。一方、透過型の場合は、光は第二の偏光素子を一度透過
するだけなので画面を明るくすることができる。
【００２６】
前記液晶表示装置は、略方形の画面を有し、前記第一の偏光素子の吸収軸は、前記画面の
辺に対して略垂直又は略平行な方向に配置されることが好ましい。これにより、本発明の
液晶表示装置として、表示品位に優れた液晶モード、例えば、垂直配向（Ｖｅｒｔｉｃａ
ｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ（ＶＡ））モード、面内スイッチング（Ｉｎ　Ｐｌａｎｅ　Ｓｗ
ｉｔｃｈｉｎｇ（ＩＰＳ））モード、フィールドフリンジスイッチング（Ｆｉｅｌｄ　Ｆ
ｒｉｎｇｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ（ＦＦＳ））モード等を利用することができる。
【００２７】
なおここで、略垂直とは、画面の辺に対して厳密に垂直な方向から±２０°以内であるこ
とが好ましく、±１０°以内であることがより好ましい。またここで、略平行とは、画面
の辺に対して厳密に平行な方向から±２０°以内であることが好ましく、±１０°以内で
あることがより好ましい。
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【発明の効果】
【００２８】
本発明の液晶表示装置によれば、偏光サングラス等の偏光作用を持つ光学部材を通して画
面を視認した場合でも、画面の向きにかかわらず視認性の確保と色付きの低減とが可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】実施形態１の液晶表示装置の構成を示す断面模式図である。
【図２】従来の液晶表示装置と、偏光サングラスとの軸関係を説明するための模式図であ
り、液晶表示装置をランドスケープモードで設置した場合を示す。
【図３】従来の液晶表示装置と、偏光サングラスとの軸関係を説明するための模式図であ
り、液晶表示装置をポートレートモードで設置した場合を示す。
【図４】実施形態１の液晶表示装置と、偏光サングラスとの軸関係を説明するための模式
図であり、液晶表示装置をランドスケープモードで設置した場合を示す。
【図５】実施形態１の液晶表示装置と、偏光サングラスとの軸関係を説明するための模式
図であり、液晶表示装置をポートレートモードで設置した場合を示す。
【図６】実施形態１の液晶表示装置の構成を示す断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
本明細書において、直線偏光素子は、自然光を直線偏光に変える機能を有するものであり
、特に断りのない限り、本明細書中で「偏光素子」というときは保護フィルムを含まず、
偏光機能を有する素子だけを指す。
【００３１】
面内位相差Ｒｅは、Ｒｅ＝｜ｎｘ－ｎｙ｜×ｄで定義される面内位相差（単位：ｎｍ）で
ある。これに対して、厚み方向位相差Ｒｔｈは、Ｒｔｈ＝（ｎｚ－（ｎｘ＋ｎｙ）／２）
×ｄで定義される面外（厚み方向）位相差（単位：ｎｍ）である。本明細書中で位相差の
測定波長は、特に断りのない限り５５０ｎｍとする。
【００３２】
なお、ｎｘは光学異方層（液晶セル及び１／４波長板を含む）の面内の屈折率が最大とな
る方向（すなわち、遅相軸方向）の屈折率であり、ｎｙは面内で遅相軸（ｎｘ）と直交す
る方向の屈折率であり、ｎｚは厚み方向の屈折率であり、ｄは光学異方層の厚みと定義す
る。
【００３３】
本明細書において、光学異方層とは、光学的異方性を有する層のことである。光学異方層
は、本発明の作用効果を充分に奏する観点から、面内位相差Ｒｅと、厚み方向位相差Ｒｔ
ｈの絶対値とのいずれか一方が１０ｎｍ以上の値を有するものを意味し、好ましくは、３
０ｎｍ以上の値を有するものを意味する。
【００３４】
本明細書において、リタデーション及び軸方向は、Ａｘｏｍｅｔｒｉｃｓ社製の偏光・位
相差解析／測定システム（ＡｘｏＳｃａｎ）を用いて測定可能である。この装置では、２
枚のパラレルニコルに配置された偏光子の間に２枚の回転する位相子が配置されている。
すなわち、偏光子及び位相子がそれぞれ一組ずつセットになって上下に分かれて配置され
ている。そして、その２枚の位相子の間に測定サンプルを配置し、測定サンプルから出射
した偏光を検光し、測定サンプルに入射した偏光からの変化の解析を行うことでリタデー
ション及び軸方向を測定する。
【００３５】
また、本明細書において、特に断りのない限り、偏光状態、リタデーション等の光学特性
はいずれも、画面を正面方向、すなわち、画面の法線方向から観察した場合の、波長５５
０ｎｍでの偏光状態、リタデーション等の光学特性を表す。
【００３６】



(6) JP 4689769 B1 2011.5.25

10

20

30

40

50

以下に実施形態を掲げ、本発明を図面を参照して更に詳細に説明するが、本発明はこれら
の実施形態のみに限定されるものではない。
【００３７】
［実施形態１］
（液晶表示装置）
本実施形態の液晶表示装置１は、図１に示すように、透過型の液晶表示装置であり、バッ
クライトユニット３０と、バックライトユニット３０の発光面側に設けられた液晶表示パ
ネル１０と、液晶表示パネル１０の観察面側に設けられた前面板２０とを備える。
【００３８】
液晶表示パネル１０は、液晶セル１２と、液晶セル１２の観察面上にアクリル系粘着材に
より貼付された偏光素子１１（上記第一の偏光素子に相当する。）と、液晶セル１２の背
面上にアクリル系粘着材により貼付された偏光素子１３（上記第三の偏光素子に相当する
。）とを有する。
【００３９】
前面板２０は、保護板２１と、保護板２１の前面上にアクリル系粘着材により貼付された
光学異方層２３と、光学異方層２３の前面上に設けられた偏光素子２２（上記第二の偏光
素子に相当する。）とを有する。
【００４０】
このように、本実施形態の液晶表示装置１では、バックライトユニット３０＼偏光素子１
３＼粘着層（図示せず）＼液晶セル１２＼粘着層（図示せず）＼偏光素子１１＼保護板２
１＼粘着層（図示せず）＼光学異方層２３＼偏光素子２２がこの順に積層されている。
【００４１】
なお、偏光素子１１、１３、２２はいずれも、直線偏光素子である。
【００４２】
図２に示すように、一般の液晶表示装置１０１には偏光素子２２が設けられておらず、偏
光素子１１から出射された直線偏光Ｌ１１を観察者は見ることとなる。偏光サングラス４
０をかけた状態で観察すると、直線偏光Ｌ１１の振動方向、すなわち、偏光素子１１の透
過軸１１ｔと、偏光サングラス４０の透過軸４０ｔとが、略平行（ランドスケープモード
）である場合は、直線偏光Ｌ１１は偏光サングラス４０を透過するため観察者は液晶表示
装置１０１からの画像を視認することができる。一方、図３に示すように、偏光素子１１
の透過軸１１ｔと、偏光サングラス４０の透過軸４０ｔとが、略垂直（ポートレートモー
ド）である場合は、直線偏光Ｌ１１は偏光サングラス４０に吸収されるため、表示が暗く
なり、観察者は液晶表示装置１０１からの画像を視認できなくなる。
【００４３】
それに対して、液晶表示装置１では、偏光素子１１の観察面側に更に偏光素子２２が設け
られている。したがって、偏光素子１１から出射された直線偏光の振動方向を偏光素子２
２によって適宜変更することができる。具体的には、表示画面（略方形の画面）の辺に対
して斜め方向（例えば、略４５°方向）に変更することができる。
【００４４】
ここで、二枚の偏光素子の透過率は、二枚の偏光素子の吸収軸のなす角がΘのときの透過
率をＴ（Θ）で表す場合、下記式（１）で表される。
Ｔ（Θ）＝１／２｛（Ｔｐ１・Ｔｐ２＋Ｔｃ１・Ｔｃ２）ｃｏｓ２Θ＋（Ｔｐ１・Ｔｃ２
＋Ｔｃ２・Ｔｐ２）ｓｉｎ２Θ｝　　　（１）
式（１）において、Ｔｐ１は、一枚目の偏光素子の透過軸方向に平行な直線偏光を入射さ
せた場合の透過率を、Ｔｃ１は、一枚目の偏光素子の吸収軸方向に平行な直線偏光を入射
させた場合の透過率を、Ｔｐ２は、二枚目の偏光素子の透過軸方向に平行な直線偏光を入
射させた場合の透過率を、Ｔｃ２は、二枚目の偏光素子の吸収軸方向に平行な直線偏光を
入射させた場合の透過率を表す。
【００４５】
そのため、図４及び５に示すように、偏光素子１１から出射された直線偏光Ｌ１１の振動
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方向は、偏光素子２２によって変更され、偏光素子２２から出射された直線偏光Ｌ２２の
振動方向は、表示画面の辺に対して斜め方向となる。したがって、ランドスケープモード
及びポートレートモードのいずれの場合でも、直線偏光Ｌ２２の振動方向、すなわち偏光
素子２２の透過軸２２ｔと、偏光サングラス４０の透過軸４０ｔとが、略平行又は略垂直
とならず、上記式（１）で示したように、直線偏光Ｌ２２の一部は、偏光サングラス４０
を透過することができる。すなわち、液晶表示装置１をいずれのモードに設置しようとも
偏光サングラス４０を掛けた状態で画像を視認することができる。このように、液晶表示
装置１によれば、偏光サングラス４０を掛けた状態で観察しても、画面の向きに起因する
視認性の変化を小さくすることができる。
【００４６】
また、液晶表示装置１は、偏光サングラス等の偏光作用を持つ光学部材を通して画面を視
認した場合に上記効果を奏することができる。したがって、液晶表示装置１は、偏光サン
グラスを使用する環境、例えば、外光が入射するような環境において使用されることが好
ましい。なかでも好適な用途としては、デジタルサイネージが挙げられる。
【００４７】
また、偏光素子の波長分散は、通常、位相差板よりも小さい。したがって、偏光素子２２
を使用したとしても色付きの発生を抑制することができる。
【００４８】
また、液晶表示装置１は、偏光素子１１と偏光素子２２との間に、保護板２１と、光学異
方層２３としての１／４波長板とを具備している。１／４波長板は、直線偏光を円偏光に
変換する効果（機能）をもつ。
【００４９】
液晶表示装置１の好適な用途としては、デジタルサイネージが挙げられるが、液晶表示パ
ネル１０がむき出しであると、この用途では通常の家庭向け用途に比べて破損してしまう
可能性が高くなる。そこで、保護板２１を設けて液晶表示パネル１０を保護することが好
ましい。
【００５０】
他方、保護板２１を液晶表示装置１の最表面に設けると、保護板２１の界面（表面）で反
射が発生する。すなわち、保護板２１を具備することによって液晶表示装置１の界面の数
は増加し、外光の反射が増加する。その結果、表示品位が低下してしまう。そこで、図６
に示すように、１／４波長板２４と偏光素子２２とを合わせて円偏光板として機能させる
。これにより、上述の外光の反射の増加を抑制することができる。また、偏光素子１１表
面での反射も抑制することができる。
【００５１】
（液晶表示パネル）
液晶表示パネル１０は、液晶セル１２、偏光素子１１及び１３を具備する。液晶表示パネ
ル１０の液晶モードは、偏光素子１１の偏光軸（吸収軸、もしくは透過軸）が表示画面（
略方形の画面）の辺に対して左右方向（水平方向、０°方向）、もしくは上下方向（垂直
方向、９０°方向）にあるものが好ましい。これにより、表示品位に優れたＶＡモード、
ＩＰＳモード、ＦＦＳモード等の液晶モードを採用することができる。
【００５２】
なお、液晶セル１２は、二枚の基板と、両基板の間に狭持された液晶層とを有する。
【００５３】
偏光素子１１及び１３には、それらを保護するための保護フィルムが備えられていてもよ
いし、備えられていなくてもよいが、湿気等から偏光素子１１及び１３を保護するという
観点からは、保護フィルムは備えられていることが好ましい。その場合、液晶セル１２側
から、粘着層＼セル側保護フィルム＼偏光素子１１又は１３＼外側保護フィルムの順に積
層される。
【００５４】
（セル側保護フィルム）
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上記セル側保護フィルムは、視野角補償のための位相差フィルムの役割を兼ね備えていて
もよい。具体的には、ＶＡモードの液晶表示パネルにおいては、ｎｘ＞ｎｙ≒ｎｚの関係
を持つ位相差フィルムと、ｎｘ≒ｎｙ＞ｎｚの関係を持つ位相差フィルムとの組み合わせ
や、ｎｘ＞ｎｙ＞ｎｚの関係をそれぞれ持つ二枚の位相差フィルムの組み合わせ、ｎｘ＞
ｎｙ＞ｎｚの関係を持つ位相差フィルムとｎｘ≒ｎｙ＞ｎｚの関係を持つ位相差フィルム
との組み合わせ等が挙げられる。また、ＩＰＳモード、ＦＦＳモードの液晶表示パネルに
おいては、ｎｘ＞ｎｙ≒ｎｚの関係を持つ位相差フィルムと、ｎｚ＞ｎｘ≒ｎｙの関係を
持つ位相差フィルムとの組み合わせや、ｎｘ＞ｎｚ＞ｎｙの関係を持つ位相差フィルムと
、ｎｘ≒ｎｙ≧ｎｚの関係を持つ位相差フィルムとの組み合わせ等が挙げられる。
【００５５】
なお、上記「ｎｙ≒ｎｚ」、「ｎｘ≒ｎｙ」とは、ｎｙとｎｚ、あるいはｎｘとｎｙが完
全に同一である場合だけでなく、実質的に同一である場合も含まれる。たとえば、（ｎｙ
－ｎｚ）×ｄが－１０ｎｍ～＋１０ｎｍ、好ましくは－５ｎｍ～＋５ｎｍの場合も「ｎｙ
≒ｎｚ」に含まれ、｜ｎｘ－ｎｙ｜×ｄが１０ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ以下の場合も
「ｎｘ≒ｎｙ」に含まれる。
【００５６】
上記ｎｘ＞ｎｙ≒ｎｚの関係を持つ位相差フィルム、ｎｘ＞ｎｙ＞ｎｚの関係を持つ位相
差フィルムとしては、一般に正の複屈折を有するポリマーを延伸したものが用いられる。
【００５７】
ここで、「正の複屈折を有するポリマー」とは、ポリマーを延伸等の方法により配向させ
た場合に、その配向方向の屈折率が相対的に大きくなるポリマーをいい、多くのポリマー
がこれに該当する。正の複屈折を有するポリマーとしては、例えば、ポリカーボネート系
樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、セルロース系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリイミ
ド系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂、ポリスルホン系樹脂等が挙げられる。セルロース
系樹脂としては、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース等が挙げられる。ポリ
エステル系樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等が
挙げられる。特に、非晶質で耐熱性に優れるポリマーを好ましく用いることができる。こ
れらのポリマーは、一種を単独で用いることもできるし、二種以上を混合して用いること
もできる。
【００５８】
上記ｎｘ＞ｎｚ＞ｎｙの関係を持つ位相差フィルムとしては、一般に負の複屈折を有する
ポリマーを延伸したものが用いられる。
【００５９】
ここで、「負の複屈折を有するポリマー」とは、ポリマーを延伸等の方法により配向させ
た場合に、その配向方向の屈折率が相対的に小さくなる、換言すると、配向方向と直交す
る方向の屈折率が大きくなるポリマーをいう。このようなポリマーとしては、例えば、芳
香族、カルボニル基等の分極異方性の大きい化学結合及び／又は官能基がポリマーの側鎖
に導入されているものが挙げられる。具体的には、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、マ
レイミド系樹脂等が挙げられる。
【００６０】
（外側保護フィルム）
上記外側保護フィルムとしては、偏光素子１１及び１３の保護層として機能し得る、任意
の適切なフィルムを採用することができる。このようなフィルムに使用されるポリマーと
しては、例えば、セルロース系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリビニルアルコール系
樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂等が挙げら
れる。セルロース系樹脂としては、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース等が
挙げられる。
【００６１】
偏光素子１１に設けられた外側保護フィルムの偏光素子１１と逆の面には、ハードコート
処理、反射防止処理、スティッキング防止や拡散、アンチグレアを目的とした処理等の表
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面処理が施されていてもよい。これにより、表面処理されていた液晶表示パネルをそのま
ま本実施形態の液晶表示パネル１０として利用することができる。
【００６２】
また、偏光素子１３に設けられた外側保護フィルムの偏光素子１３と逆の面にも、同様の
表面処理が施されていてもよい。装置の薄型化のため、液晶表示パネル１０とバックライ
トユニット３０とは貼り合わせられてもよいが、この場合、画面にバックライトユニット
３０の輝度ムラに起因する干渉縞（ニュートンリング）が発生することがある。表面処理
を施すことにより、その発生を抑制することができる。
【００６３】
なお、ハードコート処理は、外側保護フィルム表面の傷つき防止等を目的に施されるもの
であり、例えばアクリル系樹脂、シリコーン系樹脂等の紫外線硬化型樹脂を用いて硬度、
滑り特性等の特性に優れる硬化皮膜（ハードコート層）を外側保護フィルムの表面に付加
する方法にて行うことができる。
【００６４】
反射防止処理は、液晶表示装置表面での外光の反射防止を目的に施されるものであり、従
来に準じた方法にて行うことができる。
【００６５】
また、アンチグレア処理は、液晶表示装置表面で外光が反射して表示の視認性が阻害され
ることを防止すること等を目的に施されるものであり、例えば粗面化方式、透明微粒子の
配合方式等の適宜な方式にて外側保護フィルムの表面に微細凹凸構造を付与することによ
って行うことができる。粗面化方式としては、サンドブラスト方式、エンボス加工方式等
が挙げられる。
【００６６】
（偏光素子１１、１３）
偏光素子１１及び１３としては、直交する直線偏光のうち、透過軸に平行な振動面を有す
る偏光をそのまま透過させ、吸収軸に平行な振動面を有する偏光を選択的に吸収する素子
を用いることができる。このような偏光素子としては、例えば、親水性高分子フィルムに
二色性物質を吸着させて幅方向に延伸処理したもの、リオトロピック液晶性を示す二色性
色素が配向しているもの、ホモジニアス配向したサーモトロピック液晶ポリマー又はホモ
ジニアス配向した架橋性液晶ポリマーのマトリックス中に二色性色素が配向しているもの
等が挙げられる。
【００６７】
このような偏光素子の中でも、高い偏光度を実現するという観点からは、ヨウ素を含有す
るポリビニルアルコール系偏光素子が好適に用いられる。偏光素子に適用されるポリビニ
ルアルコール系フィルムの材料には、ポリビニルアルコール又はその誘導体が用いられる
。ポリビニルアルコールの誘導体としては、ポリビニルホルマール、ポリビニルアセター
ル等が挙げられる他、オレフィン、不飽和カルボン酸、該酸のアルキルエステル、該酸の
アクリルアミド等で変性したものが挙げられる。オレフィンとしては、エチレン、プロピ
レン等が挙げられ、不飽和カルボン酸としては、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸
等が挙げられる。ポリビニルアルコールの重合度は、１０００～１００００程度、ケン化
度は８０～１００モル％程度のものが一般に用いられる。
【００６８】
上記ポリビニルアルコール系フィルムは、可塑剤等の添加剤を含有することもできる。可
塑剤としては、ポリオール及びその縮合物等が挙げられ、例えばグリセリン、ジグリセリ
ン、トリグリセリン、エチレングリコール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコ
ール等が挙げられる。可塑剤の使用量は、特に制限されないがポリビニルアルコール系フ
ィルム中２０重量％以下とするのが好適である。
【００６９】
上記ポリビニルアルコール系フィルム（未延伸フィルム）は、従来に準じた方法にて、一
軸延伸処理及びヨウ素染色処理が少なくとも施される。更には、ホウ酸処理、ヨウ素イオ
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ン処理を施すことができる。また、上記処理後のポリビニルアルコール系フィルム（延伸
フィルム）は、従来に準じた方法に従って乾燥されて偏光素子となる。
【００７０】
一軸延伸処理における延伸方法は特に制限されず、湿潤延伸法と乾式延伸法のいずれも採
用できる。乾式延伸法の延伸手段としては、例えば、ロール間延伸方法、加熱ロール延伸
方法、圧縮延伸方法等が挙げられる。延伸は多段で行うこともできる。上記延伸手段にお
いて、未延伸フィルムは、通常、加熱状態とされる。通常、未延伸フィルムは厚み３０～
１５０μｍ程度のものが用いられる。延伸フィルムの延伸倍率は目的に応じて適宜に設定
できるが、延伸倍率（総延伸倍率）は２～８倍程度であり、好ましくは３～６．５倍であ
り、更に好ましくは３．５～６倍である。延伸フィルムの厚さは５～４０μｍ程度が好適
である。
【００７１】
ヨウ素染色処理は、ポリビニルアルコール系フィルムをヨウ素及びヨウ化カリウムを含有
するヨウ素溶液に浸漬することによって行われる。ヨウ素溶液は、通常、ヨウ素水溶液で
あり、ヨウ素と溶解助剤としてヨウ化カリウムとを含有する。ヨウ素濃度は０．０１～１
重量％程度であり、好ましくは０．０２～０．５重量％であり、ヨウ化カリウム濃度は０
．０１～１０重量％程度であり、好ましくは０．０２～８重量％である。
【００７２】
ヨウ素染色処理において、ヨウ素溶液の温度は、通常２０～５０℃程度であり、好ましく
は２５～４０℃である。浸漬時間は通常１０～３００秒間程度であり、好ましくは２０～
２４０秒間の範囲である。ヨウ素染色処理においては、ヨウ素溶液の濃度、ポリビニルア
ルコール系フィルムのヨウ素溶液への浸漬温度、浸漬時間等の条件を調整することによっ
てポリビニルアルコール系フィルムにおけるヨウ素含有量及びカリウム含有量が上記範囲
になるように調整する。ヨウ素染色処理は、一軸延伸処理の前、一軸延伸処理中、一軸延
伸処理の後の何れの段階で行ってもよい。
【００７３】
ホウ酸処理は、ホウ酸水溶液へポリビニルアルコール系フィルムを浸漬することによって
行う。ホウ酸水溶液中のホウ酸濃度は、２～１５重量％程度であり、好ましくは３～１０
重量％である。ホウ酸水溶液中には、ヨウ化カリウムを用いて、カリウムイオン及びヨウ
素イオンを含有させることができる。ホウ酸水溶液中のヨウ化カリウム濃度は０．５～１
０重量％程度であり、好ましくは１～８重量％である。ヨウ化カリウムを含有するホウ酸
水溶液を用いることによって、着色の少ない偏光素子、すなわち可視光のほぼ全波長域に
亘って吸光度がほぼ一定のいわゆるニュートラルグレーの偏光素子を得ることができる。
【００７４】
ヨウ素イオン処理には、例えば、ヨウ化カリウム等の化合物を用いてヨウ素イオンを含有
させた水溶液を用いる。ヨウ化カリウム濃度は０．５～１０重量％程度であり、好ましく
は１～８重量％である。ヨウ素イオン含浸処理において、その水溶液の温度は、通常１５
～６０℃程度であり、好ましくは２５～４０℃である。浸漬時間は通常１～１２０秒間程
度であり、好ましくは３～９０秒間の範囲である。ヨウ素イオン処理は、乾燥工程前であ
れば何れの段階で行ってもよい。後述の水洗浄後に行うこともできる。
【００７５】
また、偏光素子には亜鉛を含有させることもできる。偏光素子に亜鉛を含有させることは
、加熱耐久時における色相劣化抑制の点で好ましい。耐久性の向上と、色相の劣化抑制と
を実現する観点からは、偏光素子中の亜鉛の含有量は、亜鉛元素が、偏光素子中に０．０
０２～２重量％含有される程度に調整することが好ましく、０．０１～１重量％に調整す
ることがより好ましい。
【００７６】
前記処理の施されたポリビニルアルコール系フィルム（延伸フィルム）は、従来に準じた
方法にて、水洗浄工程、乾燥工程に供することができる。
【００７７】
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水洗浄工程は、通常、純水にポリビニルアルコール系フィルムを浸漬することによって行
う。水洗浄温度は、通常、５～５０℃であり、好ましくは１０～４５℃であり、より好ま
しくは１５～４０℃の範囲である。浸漬時間は、通常、１０～３００秒間であり、好まし
くは２０～２４０秒間程度である。
【００７８】
乾燥工程は、任意の適切な乾燥方法、例えば、自然乾燥、送風乾燥、加熱乾燥等を採用し
得る。例えば、加熱乾燥の場合には、乾燥温度は代表的には２０～８０℃であり、好まし
くは２５～７０℃であり、乾燥時間は代表的には１～１０分間程度であることが好ましい
。また、乾燥後の偏光素子の水分率は１０～３０重量％とすることが好ましく、１２～２
８重量％とすることがより好ましく、１６～２５重量％とすることが更に好ましい。水分
率が過度に大きいと、接着層を介して、偏光素子と、セル側保護フィルム及び／又は外側
保護フィルム（通常は、セル側保護フィルム及び外側保護フィルム）とを貼り合わせた積
層貼合体、すなわち偏光板を乾燥する際に、偏光素子の乾燥に伴って偏光度が低下する傾
向がある。特に５００ｎｍ以下の短波長領域における直交透過率が増大する、すなわち、
短波長の光が漏れるために、黒表示が青色に着色する傾向がある。逆に、偏光素子の水分
率が過度に小さいと、局所的な凹凸欠陥（クニック欠陥）が発生することがある。
【００７９】
（光学異方層）
光学異方層２３は、直線偏光を円偏光に変換するものであることが好ましい。ここで、「
円偏光」とは、完全な円偏光のみならず、完全な円偏光に近い偏光、すなわち楕円率が１
に近い楕円偏光をも含み得る。完全な円偏光は、例えば、直線偏光が、ある特定の光学異
方層（以下、第一の光学異方層という）を透過した場合に得られる。ただし、第一の光学
異方層の遅相軸は、該直線偏光の振動方向に対して４５°の角度をなし、第一の光学異方
層のリタデーションは、１３７．５ｎｍ（１／４波長）である。また、上記円偏光は、直
線偏光が、ある特定の光学異方層（以下、第二の光学異方層という）を透過した場合に得
られる楕円偏光を含むものである。ただし、第二の光学異方層の遅相軸は、該直線偏光の
振動方向に対して４５°の角度をなし、第二の光学異方層のリタデーションは、１１０～
１８０ｎｍである。
【００８０】
なお、円偏光及び楕円偏光は、右回りであるか左回りであるかを問わない。また、偏光状
態としては、必ずしも完全偏光であることを要さず、一部偏光していない状態を含む部分
偏光であってもよい。
【００８１】
このように直線偏光を円偏光に変換する光学異方層２３としては、１／４波長板２４が好
適であり、１／４波長板２４（光学異方層２３）のリタデーションは１１０～１８０ｎｍ
の範囲であることが好ましく、より好ましくは１２０～１７０ｎｍであり、更に好ましく
は１３０～１５０ｎｍである。
【００８２】
また、直線偏光を円偏光に変換し、保護板２１を配置したことにより増加した界面反射を
効果的に低減させるという観点からは、光学異方層２３（１／４波長板２４）の遅相軸と
、偏光素子２２の吸収軸とのなす角は、４０～５０°であることが好ましく、４２～４８
°であることがより好ましく、４３～４７°であることが更に好ましく、４４～４６°で
あることが特に好ましい。
【００８３】
光学異方層２３（１／４波長板２４）の遅相軸と、偏光素子１１の吸収軸とは略平行に配
置されることが好ましい。これにより、偏光素子１１から出射された光（表示光）に対し
て光学異方層２３（１／４波長板２４）が不必要に影響を及ぼさないようにすることがで
きる。
【００８４】
（偏光素子２２）
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偏光素子２２は、偏光素子１１及び１３と同様の方法で作製することができる。なかでも
、偏光素子２２としては、上述のヨウ素を含有するポリビニルアルコール系偏光素子（ヨ
ウ素系偏光素子）、染料系偏光素子が好適であり、これにより、可視光領域の透過スペク
トルをフラット（略均一）にすることができ、色付きの発生を効果的に抑制することがで
きる。また、ワイヤーグリッド、輝度向上フィルム（例えば、３Ｍ社製のＤＢＥＦ）等の
偏光素子も透過スペクトルが比較的フラットであり、偏光素子２２として使用可能である
。なかでも、偏光素子２２と１／４波長板２４とによる円偏光板を用いて反射防止を行う
という観点からは、ヨウ素系偏光素子が特に好ましい。ヨウ素系偏光素子は、ある程度の
偏光度を確保できるからである。また、染料系偏光素子の偏光度も比較的高く、また、こ
の偏光素子の耐熱性といった耐環境性は高い。したがって、染料系偏光素子は、デジタル
サイネージの用途を想定した液晶表示装置１の偏光素子２２に適している。
【００８５】
ランドスケープモード及びポートレートモードのいずれの場合でも、偏光サングラスを掛
けた状態での視認性を充分に確保する観点からは、偏光素子１１の吸収軸と、偏光素子２
２の吸収軸とのなす角は、２０～７０°であることが好ましい。
【００８６】
また、ランドスケープモード及びポートレートモードの間での輝度変化を小さくするとい
う観点からは、偏光素子１１の吸収軸と、偏光素子２２の吸収軸とのなす角は、３０～６
０°であることがより好ましく、３５～５５°であることが更に好ましく、４０～５０°
であることが特に好ましく、略４５°であることが最も好ましい。
【００８７】
偏光素子２２の観察面側には、偏光素子２２を保護するための保護フィルムが備えられて
いてもよいし、備えられていなくてもよいが、偏光素子２２を保護する観点からは保護フ
ィルムが備えられていることが好ましい。偏光素子２２の保護フィルムとしては、上述の
外側保護フィルムと同様のものを用いることができる。
【００８８】
偏光素子２２の観察面側の表面は、ハードコート処理、反射防止処理、スティッキング防
止や拡散、アンチグレアを目的とした処理等の上述の表面処理が施されていることが好ま
しい。
【００８９】
なかでも、液晶表示装置１の最表面での反射を特に好適に低減させるという観点からは、
偏光素子２２の観察面側の表面は、反射防止処理として、アンチグレア機能を持たせたモ
スアイ構造を付与する処理が施されることが最も好ましい。
【００９０】
アンチグレア機能を持たせたモスアイ構造は、例えば、以下の工程により形成することが
できる。まず、粗面化方式により表面に微細な凹凸をつけたアルミニウム基板（粗面基板
）を作製する。粗面化方式としては、サンドブラスト方式、エンボス加工方式等が挙げら
れる。次に、上記アルミニウム基板を陽極酸化することによって複数の微細な凹部を有す
るポーラスアルミナ層を形成する工程と、上記ポーラスアルミナ層をアルミナのエッチャ
ントに接触させることによって上記微細な凹部を拡大させる工程とを繰り返す。これによ
り、アルミニウム基板に複数の微細な円柱状の凹部が形成された金型を作製することがで
きる。そして、トリアセチルセルロース等の基材フィルム上に塗布したＵＶ硬化樹脂膜に
上記金型を押し当てた状態でＵＶ照射することによって、円柱状の凹凸構造（モスアイ構
造）を樹脂膜表面に転写する。なお、上記粗面基板の代わりに鏡面加工されたアルミニウ
ム基板を用いてもよいが、表面反射をより効果的に抑制する観点からは、粗面基板を用い
ることが好ましい。
【００９１】
（保護板）
保護板２１としては液晶表示パネル１０を保護し得る透明な板（基材）であれば特に限定
されず、その材料としては、例えば、アクリル系樹脂、無機ガラス、ポリカーボネート等
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が挙げられる。アクリル系樹脂としては、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート）が挙げ
られる。
【００９２】
なお、液晶表示パネル１０と保護板２１とは、硬化性樹脂等の接着剤を用いて貼り合わせ
ることは可能であるが、気泡が発生することがある。そこで、両者を空気層を介して配置
することにより、安価に装置の強度を向上することができる。
【００９３】
また、前面板２０は、保護板２１の代わりに、タッチパネルを有してもよい。
【００９４】
本実施形態の液晶表示装置１は、偏光素子１３を有さない代わりに反射部材を有する反射
型の液晶表示装置であってもよいが、この場合、光が偏光素子２２を二度透過することに
なるため画面が暗くなる。一方、透過型の場合は、光は偏光素子２２を一度透過するだけ
なので画面を明るくすることができる。
【実施例１】
【００９５】
（１／４波長板の作製）
長尺の環状ポリオレフィン系樹脂フィルム（日本ゼオン社製、商品名「ゼオノアフィルム
」）を、１４０℃で周速の異なるロール間で１．５２倍に一軸延伸することによって、長
尺状の位相差フィルム（１／４波長板）を作成した。このフィルムの厚みは３５μｍであ
り、面内位相差Ｒｅは１３９ｎｍであった。
【００９６】
（前面板の作製）
得られた１／４波長板を市販の偏光板（日東電工社製、商品名「ＳＥＧ１２２４ＤＵ」）
に粘着層を介して貼り合わせた。このとき、１／４波長板の遅相軸と偏光板の吸収軸との
なす角が４５°となるように設定した。なお、この偏光板は、ヨウ素系偏光フィルムを２
枚のＴＡＣで挟持した構造を有する。
【００９７】
得られた１／４波長板付き偏光板を保護板であるガラス基板に貼り合わせた。このとき、
偏光板の吸収軸が、後述する液晶テレビの観察面側偏光板の吸収軸に対して４５°の角度
となるように設定した。
【００９８】
更に、１／４波長板の偏光板と反対の面に、アンチグレア機能を持たせたモスアイ構造を
有する反射防止フィルムを貼り合わせることによって前面板を作製した。
【００９９】
（液晶表示装置の作製）
市販の液晶テレビ（シャープ社製、商品名「ＬＣ－４０ＡＥ６」）の観察面側に、上記前
面板を配置し、実施例１の液晶表示装置を作製した。なお、上記液晶テレビの観察面側偏
光板は、ヨウ素系偏光フィルムを２枚のＴＡＣで挟持した構造を有し、背面側偏光板は、
ヨウ素系偏光フィルムを位相差フィルムとＴＡＣとで挟持した構造を有する。
【０１００】
［比較例１］
前面板を有さない市販の液晶テレビ（シャープ社製、商品名「ＬＣ－４０ＡＥ６」）を比
較例１の液晶表示装置とした。
【０１０１】
［評価］
実施例１及び比較例１の液晶表示装置のコントラスト比（ＣＲ）と、白表示時の色度とを
輝度計（ＴＯＰＣＯＮ社製、商品名「ＢＭ－５Ａ」）にて測定した。またこの測定におい
ては、偏光サングラスを掛けて視認した場合を想定して、市販の偏光板（日東電工社製、
商品名「ＳＥＧ１２２４ＤＵ」）を輝度計の測定部の前面に設置した。測定は、液晶表示
装置の画面を横長（ランドスケープモード）に配置した場合と、縦長（ポートレートモー
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ド）に配置した場合とについて行った。なお、偏光サングラスを想定して配置した偏光板
の吸収軸は、水平方向に配置した。
【０１０２】
実施例１及び比較例１の液晶表示装置の輝度及びコントラスト比（ＣＲ）を、測定した結
果を下記表１に示す。
【０１０３】
【表１】

【０１０４】
表１に示すように、実施例１の液晶表示装置においては、画面が横長（ランドスケープモ
ード）の場合、縦長（ポートレートモード）の場合のいずれにおいても、輝度が充分にあ
り、表示画面が視認できた。また、偏光サングラスを掛けないで視認した場合においても
、白表示の色付きはなかった。
【０１０５】
一方、比較例１の液晶表示装置においては、画面が横長（ランドスケープモード）の場合
には表示画面が視認できるが、縦長（ポートレートモード）の場合には視認できなかった
。
【０１０６】
このことから、実施例１の液晶表示装置は、偏光サングラス等の偏光レンズを掛けて表示
画面を視認した場合でも、視認性に優れているといえる。
【０１０７】
本願は、２００９年１２月３日に出願された日本国特許出願２００９－２７５６６７号を
基礎として、パリ条約ないし移行する国における法規に基づく優先権を主張するものであ
る。該出願の内容は、その全体が本願中に参照として組み込まれている。
【符号の説明】
【０１０８】
１：液晶表示装置
１０：液晶表示パネル
１１、１３：偏光素子
１２：液晶セル
２０：前面板
２１：保護板
２２：偏光素子
２３：光学異方層
２４：１／４波長板
３０：バックライトユニット
４０：偏光サングラス
【要約】
本発明は、偏光サングラス等の偏光作用を持つ光学部材を通して画面を視認した場合でも
、画面の向きにかかわらず視認性の確保と色付きの低減とが可能である液晶表示装置を提
供する。本発明は、液晶セルと、前記液晶セルの観察面側に設けられた第一の偏光素子と
を備える液晶表示装置であって、前記液晶表示装置は、前記第一の偏光素子の観察面側に
設けられた第二の偏光素子を更に備える液晶表示装置である。好適には、前記液晶表示装
置は、前記第一の偏光素子及び前記第二の偏光素子の間に設けられた保護板を更に備える
。
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